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(57)【要約】
　本発明の超音波診断装置は、超音波撮像又は撮像され
た超音波画像の計測を含む複数の検査項目とその順序を
記憶する記憶部と、前記複数の検査項目のうちの現在実
施中の現検査項目に連続する検査項目である次検査項目
からなる検査項目セットがあって、前記次検査項目毎に
前記検査項目セットを実施する実施頻度を計算する制御
部と、前記実施頻度に基づき前記次検査項目の候補を表
示する表示部と、前記次検査項目の候補から前記次検査
項目を入力する入力部と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波撮像又は撮像された超音波画像の計測を含む複数の検査項目とその順序を記憶す
る記憶部と、
　前記複数の検査項目のうちの現在実施中の現検査項目に連続する検査項目である次検査
項目からなる検査項目セットがあって、前記次検査項目毎に前記検査項目セットを実施す
る実施頻度を計算する制御部と、
　前記実施頻度に基づき前記次検査項目の候補を表示する表示部と、
　前記次検査項目の候補から前記次検査項目を入力する入力部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記検査項目セットを連続して実施しなかった前記次検査項目毎の非実
施頻度と、前記実施頻度と前記非実施頻度を加えた全体の頻度を求め、該実施頻度を全体
の頻度で除して前記検査項目セットを実施する実施確率を計算し、
　前記表示部は、前記実施確率に基づき前記次検査項目の候補を表示することを特徴とす
る請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記表示部は、前記現検査項目と前記次検査項目を異なった表示態様で表示することを
特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記表示部は、前記実施頻度を前記超音波画像と異なる表示領域に表示することを特徴
とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記実施頻度に基づき頻度の多い順に前記次検査項目の候補を表示する
ことを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示部は、前記実施確率に基づき確率の大きい順に前記次検査項目の候補を表示す
ることを特徴とする請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記入力部は、新たに次検査項目を入力し、
　前記制御部は、前記新たに入力した次検査項目と前記現検査項目とからなる検査項目セ
ットを新たに計算することを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記次検査項目と前記現検査項目との実施確率を前記次検査項目の次の
検査項目である次々検査項目の条件付確率を計算することを特徴とする請求項2に記載の
超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波撮像又は撮像された超音波画像の計測を含む複数の検査項目とその順序を記憶す
る第1ステップと、
　前記複数の検査項目のうちの現在実施中の現検査項目に連続する検査項目である次検査
項目からなる検査項目セットがあって、前記次検査項目毎に前記検査項目セットを実施す
る実施頻度を計算する第2ステップと、
　前記実施頻度に基づき前記次検査項目の候補を表示する第3ステップと、
　前記次検査項目の候補から前記次検査項目を入力する第4ステップと、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１０】
　前記2ステップは、前記検査項目セットを連続して実施しなかった前記次検査項目毎の
非実施頻度と、前記実施頻度と前記非実施頻度を加えた全体の頻度を求め、該実施頻度を
全体の頻度で除して前記検査項目セットを実施する実施確率を計算し、
　前記第3ステップは、前記実施確率に基づき前記次検査項目の候補を表示することを特
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徴とする請求項9に記載の超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１１】
　前記第3ステップは、前記現検査項目と前記次検査項目を異なった表示態様で表示する
ことを特徴とする請求項9に記載の超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１２】
　前記第3ステップは、前記実施頻度を前記超音波画像と異なる表示領域に表示すること
を特徴とする請求項9に記載の超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１３】
　前記第3ステップは、前記実施頻度に基づき頻度の多い順に前記次検査項目の候補を表
示することを特徴とする請求項9に記載の超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１４】
　前記第3ステップは、前記実施確率に基づき確率の大きい順に前記次検査項目の候補を
表示することを特徴とする請求項10に記載の超音波診断装置の検査項目提示方法。
【請求項１５】
　前記第4ステップは、新たに次検査項目を入力し、
　前記第3ステップは、前記新たに入力した次検査項目と前記現検査項目とからなる検査
項目セットを新たに計算することを特徴とする請求項9に記載の超音波診断装置の検査項
目提示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現在実施中の検査項目(現検査項目と記す)に対する複数の次の検査項目(次
検査項目と記す)の候補を検者に提示する超音波診断装置とその検査項目提示方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、複数の種類の検査項目が診療科毎あるいは疾病毎にルーチンの検査
として複数の種類の検査項目がある順序で行われ、この順序で行われる複数の種類の検査
項目のセット(検査項目セットと記す)を形成している。検査項目セットについては特許文
献1に次の工程が開示されている。
【０００３】
　工程1：過去の検査項目セットの使用回数を蓄積する工程
　工程2：蓄積された検査項目セットの使用回数が所定数に達すると「使用回数が所定数
に達した検査項目セット」として登録する工程
　工程3：登録された「使用回数が所定数に達した検査項目セット」の中から標準検査項
目セットを選択する工程
　工程4：選択された検査項目セットを記録部に登録する工程
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2009-77960号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献1では記録部に登録された一の検査項目セットが提供されるため、現検査項目
の実施後、当該検査項目セットに登録されている次検査項目と異なる検査項目を実施させ
たいときの操作性向上の観点が未検討であると思料する。
【０００６】
　そこで、本発明は、検査項目セットにおいて現検査項目後の次検査項目の選択の操作性
を向上することが可能な超音波診断装置とその検査項目提示方法を提供することを目的と
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する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、超音波撮像又は撮像された超音波画像の計測を
含む複数の検査項目とその順序を記憶し、前記複数の検査項目のうちの現在実施中の現検
査項目と当該現検査項目に連続する検査項目である次検査項目からなる検査項目セットが
あって、前記次検査項目毎に前記検査項目セットを実施する実施頻度を計算し、前記実施
頻度に基づき前記次検査項目の候補を表示し、前記次検査項目の候補から前記次検査項目
を入力する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、検査項目セットにおいて現検査項目後の次検査項目の選択の操作性を
向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を適用した超音波診断装置の構成例を示すブロック図
【図２】図1の超音波画像形成部5の構成例を示すブロック図
【図３】図2の合成記憶部5dの検査項目セットデータベース機能を説明する図
【図４】実施例1のマルコフモデルを用いた検査項目実施確率計算機能を説明する図
【図５】図1の表示部6の表示領域56に次検査項目の候補を表示することを説明する図
【図６】実施例1の動作例を説明するフローチャート
【図７】図6の動作の一過程である「検査開始(START)」における表示部6の表示例を説明
する図
【図８】図6の動作の一過程である「第1回検査項目」における表示部6の表示例を説明す
る図
【図９】図6の動作の一過程である「第2回検査項目」における表示部6の表示例を説明す
る図
【図１０】図6の動作の一過程である「第3回検査項目」における表示部6の表示例を説明
する図
【図１１】図6の動作の一過程である「検査終了(END)」における表示部6の表示例を説明
する図
【図１２】実施例2の決定木を用いた検査項目実施確率計算機能を説明する図
【図１３】実施例2の動作例を説明するフローチャート
【図１４】実施例3のマルコフモデルを用いた検査項目実施確率計算機能を説明する図
【図１５】実施例3の動作例を説明するフローチャート
【図１６】図15の動作の一過程である「第3回検査項目」における表示部6の表示例を説明
する図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　下記に発明を実施するための実施例を示す。
【実施例１】
【００１１】
　実施例1は、マルコフモデルを用いて次検査項目の候補を提示する方法を説明する。
　実施例1に採用する超音波診断装置について図を用いて詳細に説明する。
　図1は本発明を適用した超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【００１２】
　図1に示される超音波診断装置1は、被検者2内に超音波を送信し受信して得られたエコ
ー信号を用いて診断部位の2次元超音波画像、3次元超音波画像あるいは各種ドプラ画像を
構成して表示するものであり、超音波探触子3、超音波送受信部4、超音波画像形成部5、
表示部6、制御部7及び入力部8の構成要素から成る。
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【００１３】
　超音波探触子3は、被検者2に超音波を送信して反射したエコーを受信するものであり、
複数の振動子素子を長軸方向に1～mチャンネル分配列されて成る。超音波送受信部4は、
被検者2に送信する超音波信号を発生するためのパルス状の電気信号を発生し、これを超
音波探触子3に送信すると共に、超音波探触子3で受信したエコー信号を変換した電気信号
を信号処理するものである。超音波画像形成部5は、信号処理された電気信号から2次元超
音波画像、3次元超音波画像あるいはドプラ画像を含む各種の超音波画像を形成するもの
である。表示部6は超音波画像形成部5で形成された超音波画像を表示するものである。制
御部7は超音波送受信部4、超音波画像形成部5及び表示部6の各要素を制御するものである
。入力部8は、入力部8自身に付属されるキーボードやポインティングデバイスなどの入力
器を介して検者が前記各要素への指示を入力し、入力された指示を制御部7に与えるもの
である。
【００１４】
　図2は図1の超音波画像形成部5の構成例を示すブロック図である。
　図2に示される超音波画像形成部5は、超音波画像情報生成部5a、ディジタルスキャンコ
ンバータ部(Digital Scan Converter;DSC部と記す)5b、グラフィックデータ生成部5c、合
成記憶部5d及びインターフェィス5eの構成要素から成る。
【００１５】
　超音波画像情報生成部5aは、信号処理したエコー信号を用いて検査対象の超音波画像情
報を生成するものである。DSC部5bは、超音波画像情報生成部5aによって生成された超音
波画像情報をテレビ表示画像パターンに走査変換して超音波画像データを生成するもので
ある。グラフィックデータ生成部5cは、DSC部5bで走査変換して得られた画像データに基
づく画像に付帯するためのスケールやマーク及び文字等のグラフィックデータを生成する
ものである。合成記憶部5dは、DSC部5bで生成した超音波画像データとグラフィックデー
タ生成部5cで生成したグラフィックデータとを合成して記憶するものであり、ハードディ
スクや一時記憶メモリRAM等を有している。インターフェィス5eは、制御部7の制御の基に
該制御部7から超音波画像情報を生成する超音波画像情報生成部5a、DSC部5b、グラフィッ
クデータ生成部5c及び合成記憶部5dの各種処理に必要な初期値や制御パラメータ等を読み
出して該超音波画像情報生成部5a、DSC部5b、グラフィックデータ生成部5c及び合成記憶
部5dに設定するための超音波画像形成部5のインターフェィスである。
【００１６】
　図3は図2の合成記憶部5dの検査項目セットのデータベース機能を説明する図である。
合成記憶部5dは、また、検査項目セットの記憶部であり、検査項目セットのデータベース
として機能している。検査項目セットのデータベースは過去に検査され、実施された検査
項目セットが格納されている。検査項目セットは、診療科、被検者2の性別や疾患情報に
関連づけられて検査項目セットデータベースに登録されている。ここでは、心臓内科のル
ーチン検査を例示する。合成記憶部5dには、図3に示されるテーブル31が記憶されている
。テーブル31は、縦方向の項目が検査の種類(図3では種類と略記する)、横方向の項目が
検査項目の順序(図3では順序と略記する)と定義する2軸で表す。種類は「心臓検査1」、
「心臓検査2」、「心臓検査3」を挙げ、順序は数字の昇順で検査項目が実施されることを
示す。検査項目は2文字又は3文字のローマ字の略字で表記されている。ローマ字の略字の
意味は次のとおりである。“EF”は被検者の心臓の心駆出率の計測を意味する。“PW”は
被検者の心臓をパルスドプラ法で撮像することを意味する。“TDI”はTissue Doppler Im
agingの略で、例えば被検者2の心臓の心筋長の変化を解析して左室壁厚変化などを計測す
ることを意味する。“LV”は被検者の左心室の超音波画像を撮像し、LVDd(Left Ventricu
larend Diastolicinterna diameter、左室拡張末期内径)を測定することを意味する。“C
W”は被検者の心臓を連続波ドプラ法で撮像することを意味する。“CFM”は被検者の心臓
のカラーフローマッピング像を撮像することを意味する。
【００１７】
　このようにテーブル31には、心臓外科用の検査項目セットとして「心臓検査1」の“EF
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”→“PW”→“TDI”と、「心臓検査2」の“LV”→“PW”→“CW”と、「心臓検査3」の
“EF”→“CFM”→“PV”とが記憶されている。検者は入力部8に用意した入力器を用いて
「心臓検査2」を検者が実施することを入力する。
【００１８】
　表示部6は「心臓検査2」の実施を選択する際に、テーブル31を表示する。
　表示部6は、超音波画像形成部5で形成された画像を超音波画像として表示するもので、
例えばCRTモニタ、液晶モニタ等から成る。
【００１９】
　制御部7は、操作卓8からの指示のもとに各構成要素の動作を制御するもので、ユーザイ
ンターフェィス回路とのインターフェィスを有する制御用コンピュータシステムより構成
されている。制御部7は、具体的に制御部7に含まれるインターフェィス及び該インターフ
ェィスからの情報等から超音波送受信部4と超音波画像形成部5を制御する。また、超音波
画像形成部5で画像化した情報を表示部6に伝送するなどの制御を行う。
【００２０】
　図4は実施例1のマルコフモデルを用いた検査項目実施確率の計算機能を説明する図であ
る。
　制御部7は、合成記憶部5d内の検査項目セットデータベースに記憶されている過去の検
査項目セットについて検査項目セット中の個々の検査項目について、以下に説明するよう
な現検査項目に対する次検査項目の実施確率を計算する検査項目実施確率計算機能を有す
る。
【００２１】
　図4に示される検査項目実施確率計算機能は、「心臓検査2」の「検査開始」→“LV”→
“PW”→“CW”→「検査終了」と遷移する例を用いて説明する。
【００２２】
　まず、「検査開始」において次検査項目(第1回検査項目)は、“LV”の実施確率が0.5、
“PW”の実施確率が0.2、“CW”の実施確率が0.3と過去の検査項目セットと共に合成記憶
部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の矢印で示すように「第1回検査項目」を
“LV”を選択し、“LV”の実施確率0.5が次検査項目(第1回検査項目)に乗じる条件付き確
率となる。
【００２３】
　次に、「第1回検査項目」において第2回検査項目は、“LV”の実施確率が0×0.5、“PW
”の実施確率が0.6×0.5、“CW”の実施確率が0.3×0.5と過去の検査項目セットと共に合
成記憶部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の矢印で示すように「第2回検査項
目」を“PW”を選択し、“PW”の実施確率0.7×0.5が次検査項目(第2回検査項目)に乗じ
る条件付き確率となる。
【００２４】
　次に、「第2回検査項目」において第3回検査項目は、“LV”の実施確率が0.1×0.7×0.
5、“PW”の実施確率が0、“CW”の実施確率が0.9×0.7×0.5と過去の検査項目セットと
共に合成記憶部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の矢印で示すように「第3回
検査項目」を“CW”を選択し、“CW”の実施確率0.9×0.7×0.5が次検査項目(検査終了)
に乗じる条件付き確率となる。
【００２５】
　最後に、「第3回検査項目」において検査終了は、“LV”の実施確率が0.2、“PW”の実
施確率が0.3、“CW”の実施確率が0、「検査終了」の実施確率が0.5と過去の検査項目セ
ットと共に合成記憶部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の矢印で示すように「
検査終了」を選択し、実施確率0.5×0.9×0.7×0.5が「心臓検査2」の「検査開始」→“L
V”→“PW”→“CW”→「検査終了」の処理全体の確率となる。
　制御部7は、合成記憶部5dに計算されたそれぞれの次検査項目の実施確率を記憶させる
。
【００２６】
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　図5は次検査項目を表示部6の超音波画像が表示されていない表示領域に表示することを
説明する図である。
【００２７】
　制御部7は、上述のように選択された検査項目セットを提示し、さらに、次検査項目の
実施確率が存在する検査項目を次検査項目候補として提示する。提示の方法は、図5に説
明するように、表示部6の超音波画像が表示された領域52との重なりを回避するため、超
音波画像が表示された領域52と異なる表示領域55に、例えば確率の大きい順に表示する。
【００２８】
　図5の表示部6の画面51上には、被検者の心臓の心尖部四腔像が超音波画像の表示領域52
に表示されている。また、表示部6の画面51上の表示領域52の右下には、心電図54が表示
され、心電図54の波形に前記心尖部四腔像を得た時間を示す心時相バー53がそれぞれ表示
されている。また、表示部6の画面51上の表示領域52の右上には、検査項目セットを表示
する表示領域55と、次検査項目候補を表示する表示領域56に表示する。
【００２９】
　次に、検査項目セットの「心臓検査2」を実施する手順について図6～図11を用いて説明
する。
　図6は実施例1の動作例を説明するフローチャートである。図7は図6の動作の一過程であ
る「検査開始(START)」における表示部6の表示例を説明する図である。
【００３０】
　[ステップS101]
　制御部7は、図7に示すような初期画面を生成し、初期画面が表示部6に表示されている
。図7の各符号は図5で説明されている部分を省略し、図5との相違部分を説明する。図7の
検査項目セットの表示領域55では、検査項目“START”が表示状態にとなっている。また
、検査項目“START”を除く検査項目が白抜き文字で示されるような非表示状態となって
いる。なお、表示状態の検査項目と非表示状態の検査項目は、それぞれが色、点滅表示な
ど表示態様が異なっていればよい。このように、現検査項目のみが際立つような表示状態
とすることで、現検査項目と次検査項目や既に実施された検査項目等と明確に識別できる
ようにしているため、検者は検査項目セットの進捗を速やかに認識することができる。
　検者は、入力部8の入力器を用いて「心臓検査2」の計測項目セットを入力する。
【００３１】
　[ステップS102]
　検者は、超音波探触子3を被検者2の胸部に当接させ被検者2の心臓を計測するための位
置を設定する。
【００３２】
　[ステップS103：LV]
　制御部7は、入力器からの入力を受けて行う現計測項目“LV”を計測するための制御量
を超音波送受信部4、超音波画像形成部5及び表示部6に与える。
【００３３】
　また、制御部7は、現検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”の実施頻度は1事象増加
したため、現検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”の実施確率を更新する。
【００３４】
　例えば、図4に示すように、現検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”の実施確率0.5
、現検査項目「検査開始」→次検査項目“CW”の実施確率0.3、現検査項目「検査開始」
→次検査項目“PW”の実施確率0.2としている。
　次に事象を実施する確率(実施確率)と、実施しない確率(非実施確率)は次の一般式で表
される。
【００３５】
　実施確率＝過去の当該事象数+1/(過去全事象数+1)
　非実施確率＝過去の当該事象数/(過去全事象数+1)
　これらの確率計算の根拠を次に述べる。まず、過去全事象数が10回で、過去の当該事象
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数が5回である現検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”。過去の当該事象数が3回であ
る現検査項目「検査開始」→次検査項目“CW”。過去の当該事象数が2回である現検査項
目「検査開始」→次検査項目“PW”とすると仮定する。今回は全事象数が11回となり、現
検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”の事象が発生したとする。実施確率(現検査項
目「検査開始」→次検査項目“LV”)0.54、非実施確率は0.27(現検査項目「検査開始」→
次検査項目“CW”の確率)、0.18(現検査項目「検査開始」→次検査項目“PW”の確率)に
それぞれ更新されることになる。また、「第1回検査項目」→「第2回検査項目」へ引き継
ぐ条件付き確率は、現検査項目「検査開始」→次検査項目“LV”の実施確率0.54である。
　これにより、図7から図8へ表示部6の表示状態を移行する。
【００３６】
　図8は図6の動作の一過程である「第1回検査項目」における表示部6の表示例を説明する
図である。図8の各符号は図5で説明されている部分を省略し、図5との相違部分を説明す
る。図8の検査項目セットの表示領域55では、現検査項目LVを表示状態、現検査項目LVを
除く検査項目を白抜き文字で示されるような非表示状態として、現検査項目とその他の検
査項目を識別可能に表示している。
【００３７】
　超音波探触子3は超音波送受信部4から送信された超音波信号を発生するためのパルス状
の電気信号を超音波に変換して被検体2に送信し、被検体2から反射されるエコー信号を受
信し、受信されたエコー信号を電気信号に変換し超音波送受信部4へ戻す。超音波送受信
部4は、超音波探触子3で受信したエコー信号を変換した電気信号を信号処理する。超音波
画像形成部5は、信号処理された電気信号から2次元超音波画像を形成する。表示部6は超
音波画像形成部5で形成された超音波画像を表示する。被検者2の心臓の左室拡張末期内径
は、検者が入力器を使用し、心電図54を参照しながら公知の距離計測により表示部6に表
示された超音波画像上の左室内径を測定し、その測定値を表示部6の表示領域59に表示す
る。
【００３８】
　また、超音波画像では、計測対象とする左室内径には血液が充満する内腔と呼ばれる領
域と内腔領域を覆う心筋の領域に分かれ、内腔の領域と心筋の領域は画像の階調の違いが
明確となっている。そこで、左室内径を常に測定しておいて、心電の拡張末期のみの測定
値を表示部6の表示領域59に表示する。
　以上で、現計測項目“LV”の実施が完了する。
【００３９】
　[ステップS104：LV→PW]
　制御部7は次検査項目の有無を判定する。この場合、現検査項目“LV”の次検査項目“P
W”が存在するため、制御部7は次検査項目が有、即ち“y”に分岐し、ステップS105に移
行する。
【００４０】
　[ステップS105：PW]
　制御部7は合成記憶部5dからの次検査項目“PW”と“PW”の実施確率が0.7×0.5を読み
出し、次検査項目“PW”を表示領域56に表示する。
【００４１】
　[ステップS106：PW]
　制御部7は、現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施頻度は1事象増加したため、現
検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施確率を更新する。
【００４２】
　例えば、図4に示すように、現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施確率0.6、現検
査項目“LV”→次検査項目“CW”の実施確率0.3、現検査項目“LV”→次検査項目“END”
の実施確率0.1としている。これらの確率計算の根拠を10回の事象で、6回が現検査項目“
LV”→次検査項目“PW”、3回が現検査項目“LV”→次検査項目“CW”、1回が現検査項目
“LV”→次検査項目“END”とすると仮定する。今回は11回目の事象で現検査項目“LV”
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→次検査項目“PW”が発生したとすると、前出の条件付き確率の0.54を乗じて、現検査項
目“LV”→次検査項目“PW”の実施確率0.64×0.54、現検査項目“LV”→次検査項目“CW
”の実施確率0.27×0.54、現検査項目“LV”→次検査項目“END”の実施確率0.09×0.54
にそれぞれ更新される。また、「第2回検査項目」→「第3回検査項目」へ引き継ぐ条件付
き確率は、現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施確率0.64×0.54である。
【００４３】
　制御部7は現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施頻度の変化により、現検査項目
“LV”→次検査項目“PW”、現検査項目“LV”→次検査項目“CW”及び現検査項目“LV”
→次検査項目“END”の実施確率をそれぞれ計算し直し、それぞれ計算した実施確率を合
成記憶部5dに記憶する。
【００４４】
　[ステップS107：PW]
　制御部7は次検査項目“PW”を現検査項目へ置き換え、ステップS103に移行する。
【００４５】
　[ステップS103：PW]
　制御部7は、入力器からの入力を受けて行う現計測項目“PW”を計測するための制御量
を超音波送受信部4、超音波画像形成部5及び表示部6に与える。
　これにより、図8から図9へ表示部6の表示状態を移行する。
【００４６】
　図9は図6の動作の一過程である「第2回検査項目」における表示部6の表示例を説明する
図である。図9の各符号は図5で説明されている部分を省略し、図5との相違部分を説明す
る。図9の検査項目セットの表示領域55では、現検査項目PWを表示状態、現検査項目PWを
除く検査項目を白抜き文字で示されるような非表示状態として、現検査項目とその他の検
査項目を識別可能に表示している。
【００４７】
　超音波探触子3、超音波送受信部4の動作説明は、ステップS103：LVで説明した内容と同
じであるから、これらの説明は省略する。超音波画像形成部5は、信号処理された電気信
号からパルスドプラのドプラスペクトルを形成する。表示部6は超音波画像形成部5で形成
されたパルスドプラのドプラスペクトルを表示領域52に表示する。
　以上で、現計測項目“PW”の実施が完了する。
【００４８】
　[ステップS104：PW→CW]
　この際、検者は、表示された次検査項目候補から任意に選択入力できるが、この場合は
選択入力しなかったとする。
【００４９】
　制御部7は検査項目セットの次検査項目の有無を判定する。この場合、現検査項目“PW
”の次検査項目“CW”が存在するため、制御部7は次検査項目が有、即ち“y”に分岐し、
ステップS105に移行する。
【００５０】
　[ステップS105：CW]
　制御部7は合成記憶部5dからの次検査項目“CW”を読み出し、表示領域56に表示する。
【００５１】
　[ステップS106：CW]
　現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施頻度は1事象増加したため、現検査項目“P
W”→次検査項目“CW”の実施確率は、ステップS106：LVと同様に更新されることとなる
。
【００５２】
　制御部7は、現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施頻度は1事象増加したため、現
検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施確率を更新する。
【００５３】
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　例えば、図4に示すように、現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施確率0.9、現検
査項目“PW”→次検査項目“LV”の実施確率0.1、現検査項目“PW”→次検査項目“END”
の実施確率0.3としている。これらの確率計算の根拠を10回の事象で、9回が現検査項目“
PW”→次検査項目“CW”、1回が現検査項目“PW”→次検査項目“LV”、3回が現検査項目
“PW”→次検査項目“END”とすると仮定する。今回は11回目の事象で現検査項目“PW”
→次検査項目“CW”が発生したとすると、前出の条件付き確率の0.64×0.54を乗じて、現
検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施確率0.81×0.64×0.54、現検査項目“PW”→次
検査項目“LV”の実施確率0.09×0.64×0.54、現検査項目“PW”→次検査項目“END”の
実施確率0.27×0.64×0.54にそれぞれ更新される。
【００５４】
　制御部7は現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施頻度の変化により、現検査項目
“PW”→次検査項目“CW”、現検査項目“PW”→次検査項目“LV”及び現検査項目“PW”
→次検査項目“END”の実施確率をそれぞれ計算し直し、それぞれ計算した実施確率を合
成記憶部5dに記憶する。
【００５５】
　[ステップS107：CW]
　制御部7は次検査項目“CW”を現検査項目へ置き換え、ステップS103に移行する。
【００５６】
　[ステップS103：CW]
　制御部7は、入力器からの入力を受けて行う現計測項目“CW”を計測するための制御量
を超音波送受信部4、超音波画像形成部5及び表示部6に与える。
　これにより、図9から図10へ表示部6の表示状態を移行する。
【００５７】
　図10は図6の動作の一過程である「第3回検査項目」における表示部6の表示例を説明す
る図である。図10の各符号は図5で説明されている部分を省略し、図5との相違部分を説明
する。図10の検査項目セットの表示領域55では、現検査項目CWを表示状態、現検査項目CW
を除く検査項目を白抜き文字で示されるような非表示状態として、現検査項目とその他の
検査項目を識別可能に表示している。
【００５８】
　超音波探触子3、超音波送受信部4の動作説明は、ステップS103：LVで説明した内容と同
じであるから、これらの説明は省略する。超音波画像形成部5は、信号処理された電気信
号から連続波ドプラのドプラスペクトルを形成する。表示部6は超音波画像形成部5で形成
された連続波ドプラのドプラスペクトルを表示領域52に表示する。“PW”の利点は距離分
解能を有することである。その代わり“CW”には生じない最大検出周波数と最大検出深度
という制約条件が生じる。一方、“CW”の特徴は、高速血流測定に際し、実用上の測定限
界が無いことである。しかしながら、“CW”には位置分解能が無く、受信した信号の発生
源の位置を知ることができない。そこで、“PW”と“CW”の両者の欠点を補うため、“PW
”と“CW”を両方行う。
　以上で、現計測項目“CW”の実施が完了する。
【００５９】
　[ステップS104：CW→END]
　制御部7は次検査項目の有無を判定する。この場合、現検査項目“CW”の次検査項目が
“END”であり存在しないため、制御部7は次検査項目が無、即ち“n”に分岐し、ステッ
プS108に移行する。ステップS108に移行した例は図11に表示例として示す。
　但し、処理終了を明示するため、“END”表示領域56に表示してもよい。
【００６０】
　図11は図6の動作の一過程である「検査終了(END)」における表示部6の表示例を説明す
る図である。
【００６１】
　[ステップS108]
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　検者は、超音波探触子3の位置を再設定して他の計測項目セット等を継続するか否か入
力部8を用いて入力する。
【００６２】
　制御部7は、入力部8の入力を受けて、他の計測項目セット等を継続するのであればステ
ップS102に移行し、再設定しないのであればステップS109に移行する。
【００６３】
　[ステップS109]
　検者は、計測を終了するか否か入力部8を用いて入力する。
　制御部7は、入力部8の入力を受けて、計測を終了するのであれば終了に移行し、計測を
終了しないのであればステップS101に移行する。
【００６４】
　以上説明した実施例1によれば、超音波撮像又は撮像された超音波画像の計測を含む複
数の検査項目とその順序を記憶し、前記複数の検査項目のうちの現在実施中の現検査項目
に連続する検査項目である次検査項目からなる検査項目セットがあって、前記次検査項目
毎に前記検査項目セットを実施する実施頻度を計算し、前記査項目セットを連続して実施
しなかった前記次検査項目毎の非実施頻度と、前記実施頻度と前記非実施頻度を加えた全
体の頻度を求め、該実施頻度を全体の頻度で除して前記検査項目セットを実施する実施確
率を計算し、前記実施確率に基づき前記次検査項目の候補を表示し、前記次検査項目の候
補から前記次検査項目を入力するため、検査項目セットにおいて現検査項目後に続く複数
の検査項目の選択の操作性を向上できる。
【００６５】
　また、実施例1の特有な効果は、検査項目セットにおいて現在実施中の検査項目の次の
検査項目の候補を検者に提示することができる。さらに、心電図54などの生体信号の時相
に同期することによって、時相に応じて行うべき検査を提示できるので、より検査状況に
適した次検査項目を提示することができる。
【実施例２】
【００６６】
　実施例2について図を用いて説明する。実施例2において実施例1と異なる点は図4のマル
コフモデルに代えて図12の決定木を用いる場合である。
【００６７】
　超音波診断装置の構成は実施例1で図1を用いて説明したため実施例2での説明を省略す
る。超音波診断装置中の超音波画像形成部5の構成においては、実施例1で合成記憶部5dに
記憶されるものが図4に示すマルコフモデルであるのに対し、実施例2では図12に示す決定
木であることが相違する。超音波画像形成部5の構成は上記相違点を除き、実施例2での説
明を省略する。また、実施例1の図3で説明した合成記憶部5dは、検査項目セットのデータ
ベースは実施例2においても同じであるので、実施例2での説明を省略する。また、提示の
方法は、例えば頻度の多い順に表示してもよい。
【００６８】
　図12は実施例2の決定木を用いた検査項目実施頻度計算機能を説明する図である。
【００６９】
　制御部7は、合成記憶部5d内の検査項目セットデータベースに記憶されている過去の検
査項目セットについて検査項目セット中の個々の検査項目について現検査項目に対する次
検査項目の実施頻度を計算する検査項目実施頻度計算機能を有する。
【００７０】
　図12に示される検査項目実施頻度計算機能は、「心臓検査2」の「検査開始」→“LV”
→“PW”→“CW”→「検査終了」と遷移する例を用いて説明する。
【００７１】
　まず、「検査開始」において次検査項目(第1回検査項目)は、“LV”を使う頻度が51、
使わない頻度が50と、それぞれ合成記憶部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の
矢印で示すように「第1回検査項目」の“LV”を使うと選択する。この選択によって、「
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第1回検査項目」の“LV”を使う頻度が52に増加する。
【００７２】
　次に、「第1回検査項目」において次検査項目(第2回検査項目)は、“PW”を使う頻度が
45、“PW”を使わない頻度が6と、それぞれ合成記憶部5dに記憶されている。ここでは、
図中の太線の矢印で示すように「第2回検査項目」を“PW”を使うを選択する。この選択
によって、「第2回検査項目」の“PW”を使う頻度が46に増加する。
【００７３】
　次に、「第2回検査項目」において次検査項目(第3回検査項目)は、“CW”を使う頻度が
30、“CW”を使わない頻度が15と、それぞれ合成記憶部5dに記憶されている。ここでは、
図中の太線の矢印で示すように「第3回検査項目」を“CW”を使うを選択する。この選択
によって、「第3回検査項目」の“CW”を使う頻度が31に増加する。
【００７４】
　最後に、「第3回検査項目」において次検査項目(検査終了)は、図中の太線の矢印で示
すように「検査終了」を選択する。
【００７５】
　制御部7は、合成記憶部5dに計算されたそれぞれの次検査項目の実施頻度を記憶させる
。
【００７６】
　また、次検査項目の表示は、図5を用いて実施例1で説明したものと同じであるから、実
施例2での説明を省略する。
【００７７】
　また、実施例2の動作例は、図13を用いて説明する。図13は実施例2の動作例を説明する
フローチャートである。
【００７８】
　但し、次の相違点を除き、図6～図11を用いて実施例1で説明したものと同じであるから
、実施例2での説明を省略する。
【００７９】
　実施例1ではステップS106の検査項目を事象として実施確率を求めたが、実施例2ではス
テップS110の検査項目を事象として実施頻度を求める。
【００８０】
　[ステップS110：PW]
　現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施頻度は1事象増加したため、現検査項目“L
V”→次検査項目“PW”の実施頻度は更新されることとなる。
【００８１】
　制御部7は現検査項目“LV”→次検査項目“PW”の実施頻度の変化により、現検査項目
“LV”→次検査項目“PW”、現検査項目“LV”→次検査項目“CW”及び現検査項目“LV”
→次検査項目“END”の実施頻度をそれぞれ計算し直し、それぞれ計算した実施頻度を合
成記憶部5dに記憶する。
【００８２】
　[ステップS110：CW]
　現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施頻度は1事象増加したため、現検査項目“P
W”→次検査項目“CW”の実施頻度は、ステップS106：LVと同様に更新されることとなる
。
【００８３】
　制御部7は現検査項目“PW”→次検査項目“CW”の実施頻度の変化により、現検査項目
“PW”→次検査項目“CW”、現検査項目“PW”→次検査項目“LV”及び現検査項目“PW”
→次検査項目“END”の実施頻度をそれぞれ計算し直し、それぞれ計算した実施頻度を合
成記憶部5dに記憶する。
【００８４】
　以上説明した実施例2によれば、超音波撮像又は撮像された超音波画像の計測を含む複
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数の検査項目とその順序を記憶する記憶部と、前記複数の検査項目のうちの現在実施中の
現検査項目に連続する検査項目である次検査項目からなる検査項目セットがあって、前記
次検査項目毎に前記検査項目セットを実施する実施頻度を計算する制御部と、前記実施頻
度に基づき前記次検査項目の候補を表示する表示部と、前記次検査項目の候補から前記次
検査項目を入力する入力部と、を備えることで、検査項目セットにおいて現検査項目後に
続く複数の検査項目の選択の操作性を向上できる。
【００８５】
　また、実施例2の特有な効果は、実施例1の実施確率の計算に対して実施頻度のみの計算
で済むので、小数点演算をするための回路やプログラムが不要となり、回路構成やプログ
ラミングを簡易化できる。
【実施例３】
【００８６】
　実施例3について図を用いて説明する。実施例3において実施例1と異なる点は図4のマル
コフモデルが図14で示すように計測項目セットのうちの途中で変更する場合である。
【００８７】
　超音波診断装置の構成は実施例1で図1、図2を用いて説明したため実施例2での説明を省
略する。
【００８８】
　図14は実施例3のマルコフモデルを用いた検査項目実施確率計算機能を説明する図であ
る。
　図14に示される検査項目実施頻度計算機能は、「心臓検査2」の「検査開始」→“LV”
→“PW”→“CW”に代えて“TDI”→「検査終了」と遷移する例を用いて実施例1との相違
部分のみ説明する。
【００８９】
　次に、「第2回検査項目」において次検査項目(第3回検査項目)は、“LV”の実施確率が
0.1、“PW”の実施確率が0、“CW”の実施確率が0.9と過去の検査項目セットと共に合成
記憶部5dに記憶されている。ここでは、図中の太線の矢印で示すように「第3回検査項目
」を新たに“TDI”を選択する。選択された“TDI”には、実施確率0.01が付与される。
【００９０】
　制御部7は、合成記憶部5dに計算されたそれぞれの次検査項目の実施確率を記憶させる
。
【００９１】
　また、次検査項目の表示は、図5を用いて実施例1で説明したものと同じであるから、実
施例2での説明を省略する。
【００９２】
　また、実施例3の動作例は、図15を用いて説明する。図15は実施例3の動作例を説明する
フローチャートである。
【００９３】
　但し、次の相違点を除き、図6～図11を用いて実施例1で説明したものと同じであるから
、実施例3での説明を省略する。
【００９４】
　実施例3では、次のステップS111をステップS103とステップS104の間に追加する。
【００９５】
　[ステップS111]
　検者は、計測項目変更を入力する、制御部7は、計測項目変更の入力を受けて、計測項
目セットの一部の計測項目を変更する。ここでは、図16に示すように、「第3回検査項目
」を“CW”から“TDI”へ変更する。
【００９６】
　図16は図15の動作の一過程である「第3回検査項目」における表示部6の表示例を説明す
る図である。
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【００９７】
　制御部7は現検査項目“TDI”の実施頻度の変化により、現検査項目“LV”→次検査項目
“PW”、現検査項目“LV”→次検査項目“CW”及び現検査項目“LV”→次検査項目“END
”の実施頻度をそれぞれ計算し直し、それぞれ計算した実施確率を合成記憶部5dに記憶す
る。
【００９８】
　以上説明した実施例3によれば、実施例1と同様に、検査項目セットにおいて現検査項目
後に続く複数の検査項目の選択の操作性を向上できる。つまり、実施例1の計測項目セッ
トの一部が変更可能なので、固定された計測項目だけでなく、計測項目の自由度を向上で
きる。
【００９９】
　また、実施例3の特有な効果は、検査項目セットにおいて個々の検査項目の動作を確認
できるため、個々の検査項目の動作の信頼性を向上できる。
【０１００】
　また、実施例3は計測項目の実施確率で説明したが、実施例2で説明した計測項目の実施
頻度であってもよい。
　以上、本発明の実施例を述べたが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０１】
　1　超音波診断装置、3　超音波探触子、4　超音波送受信部、5　超音波画像形成部、5a
　超音波画像情報生成部、5b　ディジタルスキャンコンバータ(DSC)部、5c　グラフィッ
クデータ生成部、5d　合成記憶部、5e　インターフェィス、6　表示部、7　制御部、8　
入力部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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目，包括超声成像或成像的超声图的测量及其顺序。 控制部针对多个下
一个检查项目构成的检查项目组，该下一个检查项目是多个检查项目中
当前正在实施的当前检查项目之后的检查项目。 为下一个要检查的项目
实施要检查的项目集； 显示部根据实施频度显示下一个检查项目的候
补。 输入部从下一个检查项目的候补者输入下一个检查项目。
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